
市民の皆さんを主人公としたまちづくりを進めるための条例ができました。
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　私たちのまち横手市は、東の奥
おう

羽
う

山
さんみゃく

脈と西の出
で

羽
わ

丘
きゅうりょう

陵に囲まれた秋田県の県南地域に位置し、豊富な水

と肥
ひ

沃
よく

な土
ど

壌
じょう

により、国内有数の穀
こく

倉
そう

地
ち

帯
たい

を形成する緑豊かな田園都市として発展してきました。

　平成１７年１０月１日、地理的・歴史的に繋
つな

がりの深い横手市、増田町、平鹿町、雄物川町、大森町、十文字町、

山内村及び大雄村の８市町村が、県内初の郡市一体による新設合併を果たし、人口１０万人を超える秋田県第

２の都市となる新しい横手市が誕生しました。

　人口減少、少
しょう

子
し

高
こう

齢
れい

化
か

や地
ち

方
ほう

分
ぶん

権
けん

が進展する中にあって、持続可能な地域社会を構
こう

築
ちく

するためには、市民

サービスの一層の向上と充実を図りながら、市が自立し、市民とともに主体的なまちづくりを行うことが求めら

れています。

　私たちは、「まちづくりの主人公は市民である」との大原則の下、地域にかかわる全ての人々の参
さんかく

画と協
きょうどう

働に

よるまちづくりを推進し、幸せな地域社会を実現するため、横手市におけるまちづくりの基
き

本
ほん

理
り

念
ねん

として、この

条例を制定します。
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自治基本条例ってなに？ 「まちづくり」ってなに？

身近なまちづくりには、例えばこんなものがあります

建物・道路・公園などを
整備するまちづくり

選挙で、市長や
議員を選ぶ
選挙で、市長や
議員を選ぶ

市役所のアンケート
に答えたり

意見や提案を出す

市役所のアンケート
に答えたり

意見や提案を出す

広報やホームページ
で市政情報を知る
広報やホームページ
で市政情報を知る

市役所の講座や
ワークショプ・シンポジウム
に参加する

市役所の講座や
ワークショプ・シンポジウム
に参加する

自治会活動に
参加する

自治会活動に
参加する

学校パトロールの
ボランティアに参加して
子供たちを見守る

学校パトロールの
ボランティアに参加して
子供たちを見守る

地域で支えあう
活動を行なう
地域で支えあう
活動を行なう

資源回収や
クリーンアップに
参加する

資源回収や
クリーンアップに
参加する

文化・伝統・人と人のつながり
などによるまちづくり

安全で安心な住みよい豊かな地域社会を
実現するための公共的な活動が
『まちづくり』です。

自治基本条例ってなに？

この条例って必要？

この条例でなにが変わるの？

まちづくりの基本となる考え方や、市民、議会、行政それぞれの役割、市民参加の仕組み
などが書かれており、市民が、まちのことをみんなで考え、まちづくり活動や市政にもっと
参加していけるようにするものです。

市民が主体となったまちづくりを進めるためのみんなのルールです。

　「どうしたらもっと横手市がよくなるの？」「市民の声をもっとまちづくりにいかすに
は？」まちづくりのこんな疑問や課題を、市民の皆さんと議会・行政が協力しながら
解決するために、基本的なルールが必要であることから、この条例をつくりました。

市民、議会、行政の役割を明確にし、参画と協働のまちづくりをすすめることで、市民の
皆さんの声をより一層、市政に反映させることができます。市民の皆さんが主体的に
関わりながら、お互い協力し合ってまちづくりを進めることで、横手市らしい、「幸せな地域
社会の実現」に一歩ずつ近づいていきます。

さんかく きょうどう
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これからの横手市の
まちづくりは？

横手市をよりよくするために
何をするの？何ができるの？

市 民

市民の参画と

協働のまちづくり

市民の参画と

協働のまちづくり

さんかく

きょうどう議 会 行 政

「まちづくりの主人公は市民」
市民の参画と協働によるまちづくりを推進します

さんかく きょうどう

第1条 第5条

第3条

第4条

子どもからお年寄りまで、
皆が安心して幸せで暮ら
せるまちにしたい！

安心して子を産み育て
られるまちにしたい！

みんなの思いを実現するには
どんなまちづくりをしていくの？

その思いを実現するためにどんな決まりがあるの？

子どもたちが「戻ってきたい」
「横手に住みたい」と希望を
持てるまちにしたい！

郷土の文化を大切にし、

次世代へ継承して
いきたい！

けいしょう

全ての市民が
思いやりと優しさにあふれ、

地域、家族の絆を大切にする
まちにしたい！

きずな

まちづくりの基本理念
き ほ ん り  ねん

情報共有の原則

「まちづくりの主体は市

民」であることを基本と

するまちづくり

市民一人ひとりがお互い

を支えあい、自立して生

活できる地域社会の創

造に向けたまちづくり

それぞれがまちづくりに関する情

報を共有すること

自主的かつ主体的に関わりまちづ

くりを推進すること

市 民 の 権 利

市 民 の 役 割
●積極的な地域活動に努める
●互いに力を合わせて助け合う
　仕組みづくりを進める

第6、7条 第8、9条

議会の役割及び責務
●議決機関としての役割を果たす
●市民に、意思決定の経過等を説明する

●誠実かつ公正に職務を遂行する
●市民福祉の増進を図る
●市民の意見を議会運営に反映させる

それぞれの果たすべき役割を認識

し、対等な立場で連携してまちづ

くりを推進すること

市民、議会、行政が果た

すべき役割と責任を自覚

し、それぞれが自主的に

行動し、協働によるまち

づくり

豊かな自然、歴史、文化

的資源などとの共生を図

り、次世代に継承できる

まちづくり

まちづくりは、住民はもちろん
ですが、横手市への通勤・通学
者の他、横手市に関係する
人々、市民活動や事業活動を
行う人・団体みんなで協力し
合って行います。

市長、市職員の他、
教育委員会や選挙管理
委員会などの各種委員
会も含まれます。

きょうどう

けいしょう

参画の原則
さんかく

協働の原則
きょうどう

れんけい

むせき

議員の役割及び責務
むせき

しょくむ すいこう

市長の役割及び責務
●公正かつ誠実な市政運営に努める
●市民主体のまちづくりを進める
●市民の意見を積極的に聴く

●市民との信頼関係を築く
●創意工夫し職務を遂行する
●地域の活動に積極的に取り組む

むせき

市職員の役割及び責務
むせき

しょくむ すいこう

こうせい
選挙で選ばれた
議員によって構成
されています。

●市政に参画する権利
さんかく
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目  次
前文
第１章　総則（第１条・第２条）
第２章　基本理念及び基本原則（第３条・第４条）　
第３章　市民の権利と果たすべき役割（第５条）
第４章　議会及び議員の役割と責務（第６条・第７条）
第５章　市長及び市職員の役割と責務（第８条・第９条）
第６章　市政運営の原則（第１０条・第１１条）
第７章　市民参画（第１２条―第１４条）
第８章　住民自治（第１５条―第１７条）
第９章　広域連携等（第１８条）
第１０章　条例の位置付けと見直し（第１９条・第２０条）
第１１章　雑則（第２１条）
附則

　（目的）
第１条　この条例は、横手市における自治の基本理念と市民
の権利を明らかにするとともに、市民、議会及び市長等の果
たすべき役割及び市政運営の原則を定めることにより、幸
せな地域社会の実現を目指し、もって市民の参画と協働に
よるまちづくりを推進することを目的とします。

　（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義
は、当該各号に定めるところによります。

　（１）　市長等　市長、市長部局及び教育委員会、選挙管理
委員会等の行政委員会によって構成され、市民に対して地
域における行政を担う主体をいいます。

　（２）　参画　市の施策や事業等の計画、実施及び評価の
過程に市民が主体的に関わることをいいます。

　（３）　協働　市民、議会及び市長等が、それぞれの知恵や
経験、専門性等の資源を生かし、果たすべき役割と責任を
自覚し、対等な立場で互いの自主性を尊重しながら、協力し
合い、又は補完し合うことをいいます。

　（４）　まちづくり　市民一人ひとりが生き生きと活躍でき、
安全で安心な住みよい豊かな地域社会を実現するための
公共的な活動をいいます。

　（５）　住民自治　市民が主体的に地域の課題に取り組
み、市民が主役となったまちづくりを行う活動をいいます。

横手市自治基 本条 例

第１章　総　則

　（市民の権利と果たすべき役割）
第５条　市民は、市政に参画する権利を有します。
２　市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚すると
ともに、互いの活動を尊重し、認め合い、自らの発言と行動
に責任を持って、積極的な地域活動に努めます。

３　市民は、まちづくりへの参画に当たっては、公共の福祉、
地域の発展及び環境の保全に配慮します。

４　市民は、地域の課題解決と住民がともに支え合う活動の
実現に向け、互いに力を合わせて助け合う仕組みづくりを
推進します。

第３章　市民の権利と果たすべき役割

　（議会の役割と責務）
第６条　議会は、議決機関としての役割を果たすとともに、こ
の条例の理念に基づき、住民自治を尊重し、常にその権能
の充実に努めます。

２　議会は、市民に対し、議会における意思決定の内容及び
その経過を説明する責務を有します。

　（議員の役割と責務）
第７条　議員は、住民自治の原則に基づき、市民の負託に応
え、誠実かつ公正に職務を遂行します。

２　議員は、市民の代表者として常に市全体の利益を考え行
動し、市民福祉の増進を図ります。

３　議員は、交流又は対話により広く市民の意見を聴き、これ
を議会の運営に反映させます。

第４章　議会及び議員の役割と責務

　（市長の役割と責務）
第８条　市長は、住民自治の原則に基づき、市民の負託に応
えるため、公正かつ誠実に市政を運営します。

２　市長は、事務の執行に当たっては、市民及び議会への説
明責任を果たすとともに、この条例の理念に基づき、市民主
体のまちづくりを推進します。

３　市長は、常に市民の権利を保障し、市民がまちづくりに参
画できる機会及び市民の意見等を積極的に聴く機会を設
けます。

４　市長は、市民の意見を的確に受け止めるようにするため、
市民参画に関する市職員の意識を高めます。

　（市職員の役割と責務）
第９条　市職員は、全体の奉仕者であることを自覚するととも
に、法令を遵守し、市民との信頼関係を構築します。

２　市職員は、必要な知識、政策立案能力、技能等の習得に

第５章　市長及び市職員の役割と責務

　（市政運営の原則）
第１０条　市長等は、持続可能な地域社会を実現するため、市
の資源を最大限に活用できる体制を整備し、総合的な市政
の運営を行います。

２　市長等は、総合的な市政運営の指針として、健全な財政
運営及び計画的な事業実施をするものとします。

　　（総合計画）
第１１条　市長は、この条例の理念に基づき、市の最上位計
画である基本構想及びこれに基づいた基本計画により構
成される総合計画（以下「総合計画」といいます。）を策定
し、総合的かつ計画的な市政の運営を行います。

２　市長は、総合計画の策定及び見直しにあっては市民の意
見を反映させるため、広く市民の参画を得るものとし、基本
構想の策定にあっては議会の議決を経るものとします。

３　市長等は、各行政分野における計画を策定するときは、
総合計画との整合性を図ります。

４　市長は、総合計画について市民への周知を図り、その進
行管理を的確に行うとともに、社会経済情勢の変化に対応
するため、必要に応じて見直しをするものとします。

第６章　市政運営の原則

　（広域連携等）
第１８条　市民、議会及び市長等は、市の魅力、特性等に関す
る情報を発信することにより、他の地域に生活する人 と々交
流を図り、その知恵や意見をまちづくりに活用するものとし
ます。

２　議会及び市長等は、近隣自治体との情報共有及び相互
理解の下、共通する地域課題の解決及びより効果的な市政
運営に向け、連携してまちづくりを推進します。

３　議会及び市長等は、市民の参画と協働によるまちづくりを
進めながら、国、県、他の自治体、その他の機関と対等な立
場で積極的、かつ、広域的な連携を図ります。

第９章　広域連携等

　（条例の位置付け）
第１９条　この条例は市の自治の基本を定めるものであり、市
民、議会及び市長等はこの条例の理念を最大限尊重しま
す。

２　市長等は、他の条例、規則等の制定改廃及び重要な計画
の策定又は変更に当たっては、この条例に定める事項との
整合性を図ります。

　（条例の見直し）
第２０条　市長は、社会経済情勢等に適合するようこの条例
の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直し等
の必要な措置を講ずるものとします。

２　市長は、前項の検討及び必要な見直しを行うに当たって
は、市民の参画を得るものとします。

第１０章　条例の位置付けと見直し

　（委任）
第２１条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に
関し必要な事項は、別に定めます。

附　則
この条例は、平成２５年１０月１日から施行します。

第１１章　雑則

　（市民の参画の推進）
第１２条　議会及び市長等は、市民が協働によるまちづくりに
関し理解を深めるため、市政に関する情報及び必要な学習
の機会を設けるものとします。

２　市長等は、市政の運営等においては企画立案、実施及び
評価のそれぞれの過程における市民のまちづくりに果たす
役割を重視し、市民の参画を推進します。

　（意見聴取手続）
第１３条　市長等は、重要な条例の制定改廃、市民生活に重
要な影響を及ぼす計画の策定又は変更等をしようとすると
きは、事前にその情報を公表し、広く市民からの意見の提出
を受ける手続（以下「パブリックコメント」といいます。）、ア
ンケート調査、説明会の開催等適切な方法により、市民の
意見の聴取を実施します。

２　前項のパブリックコメントに関し必要な事項は、別に定め
るものとします。

　（審議会等への参画）
第１４条　市長等は、審議会等の委員の選任に当たっては、性
別、年齢、居住地、職業等に配慮した委員構成に努めるとと
もに、原則として委員の全部又は一部を市民から公募しま
す。

２　審議会等は、法令等に定めのあるものを除き、原則とし
て、審議会等の会議を公開するとともに、開催情報及び会
議の記録等を公表します。

第７章　市民参画

　（住民自治に関する市民の役割）
第１５条　市民は、住民自治活動の重要性を認識し、自ら積極

第８章　住民自治

　（基本理念）
第３条　まちづくりの主体は、市民であることを基本とします。
２　市民は、個人の尊厳と自由が等しく尊重され、自由な意思
と責任を持ち、相互に支え合い、自立して暮らせる社会を自
らつくるため、共にまちづくりに取り組みます。

３　市民、議会及び市長等は、それぞれの果たすべき役割及
び責任を担い、自主的に行動するとともに、協働によるまち
づくりを推進するものとします。

４　市民、議会及び市長等は、自然環境、歴史及び文化との
共生を図りながら、持続可能なまちづくりを進めます。

第２章　基本理念及び基本原則

　（基本原則）
第４条　市の自治は、次に掲げる事項を基本として行うものと
します。

　（１）　情報共有の原則　市民、議会及び市長等は、まちづ
くりに関する情報を相互に共有します。

　（２）　参画の原則　市民は、市の政策の立案、実施、評価
及び見直しの各段階において、自主的かつ主体的に関わり
まちづくりを推進します。

　（３）　協働の原則　市民、議会及び市長等は、それぞれの
果たすべき役割を認識し、対等な立場で連携してまちづくり
を推進します。

的に参画するよう努めるものとします。
２　議会及び市長等は、住民自治活動を行う市民に対して、
その活動に応じた支援を行うよう努めます。

　（コミュニティ活動の推進）
第１６条　市民、議会及び市長等は、安全で安心して暮らすこ
とのできる地域社会を実現するため、市民による自主的な
活動（以下「コミュニティ活動」といいます。）を尊重します。

２　市民は、コミュニティ活動に積極的に参画し、地域社会の
維持及び形成並びに地域の課題解決に向け、協力して取り
組むものとします。

３　コミュニティ活動をする者は、相互にその自主性を尊重し
合い、情報を共有しながら連携するものとします。

　（住民投票）
第１７条　市長は、市政に関する重要な事項について、住民の
意思を確認するため、住民、議会又は市長による発議に基
づき、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施する
ことができます。

２　市長は、住民投票を行ったときは、その結果を尊重するも
のとします。

努めるとともに、創意工夫し効率的に職務を遂行します。
３　市職員は、市民の視点に立ち、地域課題の把握に努める
とともに、市民活動及び地域の自治活動に積極的に取り組
みます。
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第６章　市政運営の原則（第１０条・第１１条）
第７章　市民参画（第１２条―第１４条）
第８章　住民自治（第１５条―第１７条）
第９章　広域連携等（第１８条）
第１０章　条例の位置付けと見直し（第１９条・第２０条）
第１１章　雑則（第２１条）
附則

　（目的）
第１条　この条例は、横手市における自治の基本理念と市民
の権利を明らかにするとともに、市民、議会及び市長等の果
たすべき役割及び市政運営の原則を定めることにより、幸
せな地域社会の実現を目指し、もって市民の参画と協働に
よるまちづくりを推進することを目的とします。

　（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義
は、当該各号に定めるところによります。

　（１）　市長等　市長、市長部局及び教育委員会、選挙管理
委員会等の行政委員会によって構成され、市民に対して地
域における行政を担う主体をいいます。

　（２）　参画　市の施策や事業等の計画、実施及び評価の
過程に市民が主体的に関わることをいいます。

　（３）　協働　市民、議会及び市長等が、それぞれの知恵や
経験、専門性等の資源を生かし、果たすべき役割と責任を
自覚し、対等な立場で互いの自主性を尊重しながら、協力し
合い、又は補完し合うことをいいます。

　（４）　まちづくり　市民一人ひとりが生き生きと活躍でき、
安全で安心な住みよい豊かな地域社会を実現するための
公共的な活動をいいます。

　（５）　住民自治　市民が主体的に地域の課題に取り組
み、市民が主役となったまちづくりを行う活動をいいます。

横手市自治基 本条 例

第１章　総　則

　（市民の権利と果たすべき役割）
第５条　市民は、市政に参画する権利を有します。
２　市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚すると
ともに、互いの活動を尊重し、認め合い、自らの発言と行動
に責任を持って、積極的な地域活動に努めます。

３　市民は、まちづくりへの参画に当たっては、公共の福祉、
地域の発展及び環境の保全に配慮します。

４　市民は、地域の課題解決と住民がともに支え合う活動の
実現に向け、互いに力を合わせて助け合う仕組みづくりを
推進します。

第３章　市民の権利と果たすべき役割

　（議会の役割と責務）
第６条　議会は、議決機関としての役割を果たすとともに、こ
の条例の理念に基づき、住民自治を尊重し、常にその権能
の充実に努めます。

２　議会は、市民に対し、議会における意思決定の内容及び
その経過を説明する責務を有します。

　（議員の役割と責務）
第７条　議員は、住民自治の原則に基づき、市民の負託に応
え、誠実かつ公正に職務を遂行します。

２　議員は、市民の代表者として常に市全体の利益を考え行
動し、市民福祉の増進を図ります。

３　議員は、交流又は対話により広く市民の意見を聴き、これ
を議会の運営に反映させます。

第４章　議会及び議員の役割と責務

　（市長の役割と責務）
第８条　市長は、住民自治の原則に基づき、市民の負託に応
えるため、公正かつ誠実に市政を運営します。

２　市長は、事務の執行に当たっては、市民及び議会への説
明責任を果たすとともに、この条例の理念に基づき、市民主
体のまちづくりを推進します。

３　市長は、常に市民の権利を保障し、市民がまちづくりに参
画できる機会及び市民の意見等を積極的に聴く機会を設
けます。

４　市長は、市民の意見を的確に受け止めるようにするため、
市民参画に関する市職員の意識を高めます。

　（市職員の役割と責務）
第９条　市職員は、全体の奉仕者であることを自覚するととも
に、法令を遵守し、市民との信頼関係を構築します。

２　市職員は、必要な知識、政策立案能力、技能等の習得に

第５章　市長及び市職員の役割と責務

　（市政運営の原則）
第１０条　市長等は、持続可能な地域社会を実現するため、市
の資源を最大限に活用できる体制を整備し、総合的な市政
の運営を行います。

２　市長等は、総合的な市政運営の指針として、健全な財政
運営及び計画的な事業実施をするものとします。

　　（総合計画）
第１１条　市長は、この条例の理念に基づき、市の最上位計
画である基本構想及びこれに基づいた基本計画により構
成される総合計画（以下「総合計画」といいます。）を策定
し、総合的かつ計画的な市政の運営を行います。

２　市長は、総合計画の策定及び見直しにあっては市民の意
見を反映させるため、広く市民の参画を得るものとし、基本
構想の策定にあっては議会の議決を経るものとします。

３　市長等は、各行政分野における計画を策定するときは、
総合計画との整合性を図ります。

４　市長は、総合計画について市民への周知を図り、その進
行管理を的確に行うとともに、社会経済情勢の変化に対応
するため、必要に応じて見直しをするものとします。

第６章　市政運営の原則

　（広域連携等）
第１８条　市民、議会及び市長等は、市の魅力、特性等に関す
る情報を発信することにより、他の地域に生活する人 と々交
流を図り、その知恵や意見をまちづくりに活用するものとし
ます。

２　議会及び市長等は、近隣自治体との情報共有及び相互
理解の下、共通する地域課題の解決及びより効果的な市政
運営に向け、連携してまちづくりを推進します。

３　議会及び市長等は、市民の参画と協働によるまちづくりを
進めながら、国、県、他の自治体、その他の機関と対等な立
場で積極的、かつ、広域的な連携を図ります。

第９章　広域連携等

　（条例の位置付け）
第１９条　この条例は市の自治の基本を定めるものであり、市
民、議会及び市長等はこの条例の理念を最大限尊重しま
す。

２　市長等は、他の条例、規則等の制定改廃及び重要な計画
の策定又は変更に当たっては、この条例に定める事項との
整合性を図ります。

　（条例の見直し）
第２０条　市長は、社会経済情勢等に適合するようこの条例
の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直し等
の必要な措置を講ずるものとします。

２　市長は、前項の検討及び必要な見直しを行うに当たって
は、市民の参画を得るものとします。

第１０章　条例の位置付けと見直し

　（委任）
第２１条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に
関し必要な事項は、別に定めます。

附　則
この条例は、平成２５年１０月１日から施行します。

第１１章　雑則

　（市民の参画の推進）
第１２条　議会及び市長等は、市民が協働によるまちづくりに
関し理解を深めるため、市政に関する情報及び必要な学習
の機会を設けるものとします。

２　市長等は、市政の運営等においては企画立案、実施及び
評価のそれぞれの過程における市民のまちづくりに果たす
役割を重視し、市民の参画を推進します。

　（意見聴取手続）
第１３条　市長等は、重要な条例の制定改廃、市民生活に重
要な影響を及ぼす計画の策定又は変更等をしようとすると
きは、事前にその情報を公表し、広く市民からの意見の提出
を受ける手続（以下「パブリックコメント」といいます。）、ア
ンケート調査、説明会の開催等適切な方法により、市民の
意見の聴取を実施します。

２　前項のパブリックコメントに関し必要な事項は、別に定め
るものとします。

　（審議会等への参画）
第１４条　市長等は、審議会等の委員の選任に当たっては、性
別、年齢、居住地、職業等に配慮した委員構成に努めるとと
もに、原則として委員の全部又は一部を市民から公募しま
す。

２　審議会等は、法令等に定めのあるものを除き、原則とし
て、審議会等の会議を公開するとともに、開催情報及び会
議の記録等を公表します。

第７章　市民参画

　（住民自治に関する市民の役割）
第１５条　市民は、住民自治活動の重要性を認識し、自ら積極

第８章　住民自治

　（基本理念）
第３条　まちづくりの主体は、市民であることを基本とします。
２　市民は、個人の尊厳と自由が等しく尊重され、自由な意思
と責任を持ち、相互に支え合い、自立して暮らせる社会を自
らつくるため、共にまちづくりに取り組みます。

３　市民、議会及び市長等は、それぞれの果たすべき役割及
び責任を担い、自主的に行動するとともに、協働によるまち
づくりを推進するものとします。

４　市民、議会及び市長等は、自然環境、歴史及び文化との
共生を図りながら、持続可能なまちづくりを進めます。

第２章　基本理念及び基本原則

　（基本原則）
第４条　市の自治は、次に掲げる事項を基本として行うものと
します。

　（１）　情報共有の原則　市民、議会及び市長等は、まちづ
くりに関する情報を相互に共有します。

　（２）　参画の原則　市民は、市の政策の立案、実施、評価
及び見直しの各段階において、自主的かつ主体的に関わり
まちづくりを推進します。

　（３）　協働の原則　市民、議会及び市長等は、それぞれの
果たすべき役割を認識し、対等な立場で連携してまちづくり
を推進します。

的に参画するよう努めるものとします。
２　議会及び市長等は、住民自治活動を行う市民に対して、
その活動に応じた支援を行うよう努めます。

　（コミュニティ活動の推進）
第１６条　市民、議会及び市長等は、安全で安心して暮らすこ
とのできる地域社会を実現するため、市民による自主的な
活動（以下「コミュニティ活動」といいます。）を尊重します。

２　市民は、コミュニティ活動に積極的に参画し、地域社会の
維持及び形成並びに地域の課題解決に向け、協力して取り
組むものとします。

３　コミュニティ活動をする者は、相互にその自主性を尊重し
合い、情報を共有しながら連携するものとします。

　（住民投票）
第１７条　市長は、市政に関する重要な事項について、住民の
意思を確認するため、住民、議会又は市長による発議に基
づき、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施する
ことができます。

２　市長は、住民投票を行ったときは、その結果を尊重するも
のとします。

努めるとともに、創意工夫し効率的に職務を遂行します。
３　市職員は、市民の視点に立ち、地域課題の把握に努める
とともに、市民活動及び地域の自治活動に積極的に取り組
みます。
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大森・芝桜フェスタ

横手・かまくら

山内・いものこまつり
in鶴ヶ池

たいゆう緑花園

雄物川河川公園

十文字・さくらんぼ

平鹿・槻の木光のファンタジー

増田のまちなみ

条例制定までの取り組みや、条例の解説など、さらに詳しい
情報については、横手市のホームページでご覧になれます。
市のホームページ　http://www.city.yokote.lg.jp/
ホームページを見られない方は、横手市経営企画課まで
お問合せ下さい。


